
令和 8年 

第２回区議会定例会提出案件概要 
（議決案件関係） 

議案番号 件    名 概           要 
    

 

第61 
号議案 

道路改良工事（江戸川橋通り第

Ⅰ期）（その 2）請負契約 

道路改良工事（江戸川橋通り第Ⅰ期）（その 2）施行のため、

次のとおり請負契約を締結する。 

 

道路改良工事（江戸川橋通り第Ⅰ期）（その 2）請負契約 

１ 工 事 概 要 

 ⑴ 土工      一式 

 ⑵ 仮設工     一式 

 ⑶ 排水施設工   一式 

 ⑷ 街築工     一式 

 ⑸ 舗装工     一式 

 ⑹ 交通安全施設工 一式 

 ⑺ 下水道施設工  一式 

２ 工 事 場 所 東京都新宿区天神町 63番地先から山吹町 293番地先まで 

３ 契 約 月 日 
仮契約 令和 8年 6月 15日（月） 

本契約 議決日の翌日 

４ 工    期 本契約締結日の翌日から令和 9年 3月 29日まで 

５ 契約の方法 随意契約 

６ 契 約 金 額 2億 4,685万 9,800円 

７ 契約の相手方 

東京都新宿区新宿一丁目 14番 5号 

常盤工業株式会社 東京支店 

執行役員支店長 福岳 雄一郎 

資本金 1億円 
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（議決案件関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

 

第62 
号議案 

新宿区立角筈区民ホール天井

改修その他工事請負契約の変

更について 

令和 7年第2回新宿区議会定例会における議決に基づき締結

した新宿区立角筈区民ホール天井改修その他工事請負契約に

ついて、その契約金額を次のとおり変更する。 

 

新宿区立角筈区民ホール天井改修その他工事請負契約の変更について 

１ 変 更 概 要 

⑴ 変更理由 

国において決定された令和 8年 3月から適用される公共工事設計労務単価（新労

務単価）は、技能労働者の不足等に伴う労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映さ

せる等の観点から、令和 7年度当初の労務単価（旧労務単価）と比較して全国全職

種平均では 4.5%の上昇となった。 

国は、賃金等の急激な変動に対処するため、令和 8年 3月 1日が工期内である工

事のうち、残工期が 2か月以上ある工事案件について、新労務単価を反映した請負

代金額に変更する措置を講じている。 

区においても、技能労働者への適切な賃金水準確保の重要性を踏まえ、同様の措

置を講ずることとし、本件工事請負契約の請負代金額を変更する。 

 ⑵ 変更内容 

受注者からの協議に基づき、残工期に係る工事費に新労務単価を適用して積算し

た価格を基礎とした金額に変更する。 

２ 工 事 場 所 東京都新宿区西新宿四丁目 33番 7号 

３ 契 約 月 日 令和 7年 6月 20日 

４ 工    期 本契約締結日の翌日から令和 9年 1月 29日まで 

５ 変 更 金 額 

変更前 631,400,000円 

変更後 640,684,000円 

差額（増額） 9,284,000円 
 

６ 変 更 月 日  議決日の翌日 

７ 受  注  者 

東京都新宿区大久保一丁目 1番 49号 

タキカワ大久保ビル 3階 

菊池建設株式会社 新宿支店 

支店長 鈴木 喜博 
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